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1. センターの紹介（ミッション）

2. 福岡地域における売り手企業（中小企業）の状況・最近のトピックス

3. 成⾧手段としてのM&Aの魅力と地域企業における活用事例紹介

4. 買い手としてM&Aを行う場合の留意点（実務者目線でのポイントやトラブル事例等）

5. 買い手としての中堅企業への期待と、事業承継・引継ぎ支援センター活用のメリット
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センターとは
－中小企業・小規模事業者の未来を、確実につないでいく支援－

平成24年2月に設置され令和8年度は16年目
令和3年4月1日、親族承継支援を手掛けてきた「福岡県事業承継支援ネットワーク」を統合し、一体的支援体制を構築

令和8年度は統合6年目

※「福岡県事業承継・引継ぎ支援センター」は、産業競争力強化法に基づき、福岡商工会議所が国から委託を受けて設置している事業です
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センターとは
－中小企業・小規模事業者の未来を、確実につないでいく支援－

福岡県事業承継・引継ぎ支援ネットワーク機構図

ネットワーク構成機関
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【ネットワーク事務局】
福岡県事業承継・引継ぎ支援センター

（認定支援機関 福岡商工会議所）
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県内の１９商工会議所を含む
170支援機関によって構成

福岡県事業承継・引継ぎ支援センターは福岡県事業承継・引継ぎ支援ネットワークの事務局
各地域の中小企業支援協議会と連携し、親族承継・従業員承継・第三者承継のいずれにもワンストップで対応している 3



（出典）経済センサス－基礎調査（2016年）加工

当センターの事業承継・引継ぎ支援における立ち位置

事業規模が大きい案件や支援難易度の高い案件については民間支援機関へ対応を依頼する一方、
民間支援機関では採算性の観点から取り組みが難しい「小規模・低収益」案件等についてはセンターが対応を担うなど、相互補完による「協調的連携支援」体制を構築している

また、最終的な課題解決まで至るか否かにかかわらず、顧客にとっての「入口」としての役割を果たし、初期相談対応や課題解決の糸口の提供を行っている

中規模企業
３億円超の企業
約５６万社

手数料規模（1,000万円未満）が小さく
民間機関が取り組みにくい領域

当センターの
主たる対応領域

大規模企業
年商１０億円超の企業

約１万社

小規模企業
年商３億円以下の企業

約325万社

民間支援機関の
主たる対応領域

大規模・中規模
ディール

小規模ディール

地域の活力や競争力の維持・強化のため、
地域を挙げて「協調的連携体制」を構築し、
事業承継の啓発や最適な支援を行っていく

センターとは
－中小企業・小規模事業者の未来を、確実につないでいく支援－

4



センターの支援機能
－中小企業・小規模事業者の未来を、確実につないでいく支援－

センターへのご相談を「一次対応」、
登録機関への橋渡しを「二次対応」、センター内での支援を「三次対応」、と定義している

センターの対応スキームについて
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全国引継ぎDB
合計 86,914社

（含:親族承継等20,134社）

令和８年３月末日現在
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買手候補数
1,867社

売手案件数
584社

支援者数
125社

譲渡（売手）企業
24,509社

譲受（買手）企業
42,134社

登録 登録

事業承継計画策定支援
44者策定支援外部専門家
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承
頼

アドバイザー
金融機関・MA会社等32社登録民間支援機関

士業法人等45社MC

全国のセンター48社センター

承継計画策定専門家48社外部専門家

2次対応 バトンズ/トランビ/M&Aサクシード提携プラットフォーマー

3次対応 バトンズ/トランビ/M&Aサクシード/
Relay(オープンネーム)提携プラットフォーム

福岡センター

センターの支援機能
－マッチング機会の創出と支援の質の向上を目指して－
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令和8年3月31日
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当センターの支援累計（H23（設立H24年2月）～現在)
・相談件数：6,589件（軒数）
・成約件数： 801件（親族315件、第三者486件）

全国４８か所センターの累計（H23～R6年度末）
・相談件数：150,655件（軒数）
・成約件数： 17,872件

年度別相談・成約件数の推移（トレンド） 

福岡センターの支援実績
－相談・成約件数の進捗－

相談、成約件数ともに、増加傾向にある 7



－基礎自治体と一体となった支援体制構築－

自治体には、「地域のつなぎ役」及び「事業者への気づきを促す存在」として、
継続的かつ戦略的な取組を推進することが期待されており、それが地域経済の持続的発展につながっていく

また、福岡県と一体となり、県内60の基礎自治体（市町村）それぞれと連携しながら、共同によるセミナーや相談会等を実施していく

自治体が直接すべての事業承継支援を担うのではなく、自治体が持つ「公的機関としての信頼感・安心感」を活かし、
地域内の関係機関をつなぎ、事業者の意識を高める役割が求められている。

1.“ハブ機能”の発揮
◆庁内外の支援機関をつなぐ「連携の中心」となる
・地域中小企業・小規模事業者は商工団体や金融機関などとは日頃から関係を持っているが、事業承継・引継ぎ
支援センター等の公的支援機関とは接点がほとんどない。自治体には、地域の事業者と支援機関をつなぐ「ハブ」機
能が求められる。

2.“啓発機能”の発揮
◆事業承継の重要性を伝え、早期相談を促すための啓発活動を担う
・多くの事業者は忙しさや情報不足から事業承継を先送りすることが多い。自治体が率先して事業承継の重要性、
早期準備の必要性について情報発信し、地域全体の気運を醸成することが重要。広報誌への掲載等、積極的な
情報発信が求められる。 出典： 令和６年度中小企業活性化・事業承継総合支援事業

（自治体を中心とした 地域における事業承継支援体制構築のための調査事業）
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福岡市の取り組み
－市内関係支援機関と一体となって地域経済を支援－

福岡市では市内の21の関係機関が集まり、円滑な承継を支援するための取り組みとして
令和８年１月に「FUKUOKA LINK」を発足

センターは各機関と連携しながら円滑な事業承継に向けた支援を進めている

福岡事業承継コンソーシアム FUKUOKA LINK（発足:令和8年1月23日）

◆構成機関（敬称略・五十音順）
経済団体
早良商工会、志賀商工会、福岡商工会議所

金融機関
商工組合中央金庫、西日本シティ銀行、日本政策金融
公庫、福岡銀行、

福岡県信用組合、福岡県信用保証協会、福岡信用金庫、
福岡中央銀行

士業団体
九州北部税理士会、日本公認会計士協会北部九州会、
日本弁理士会九州会、福岡県中小企業診断士協会、
福岡県弁護士会

公的機関
中小企業基盤整備機構、福岡県事業承継・引継ぎ支援
センター

行政機関
九州経済産業局、福岡財務支局、福岡市

資料提供:福岡市

経営に関する相談・助言について【第３次プラン…(２)-①】
・会議所非会員等の潜在的な事業承継ニーズを早期に把握し、適切な支援につなげる
・後継者人材バンクと福岡地域未来創造プラットフォーム等との連携による譲受先育成
事業の承継について【第３次プラン…(３)-①】

・市独自のスタートアップ施策を実施するFukuoka Growth Next と連携した取組実施
・産学連携支援、伝統産業、技術の振興等の支援現場と連携したマッチング機会の創出
商店街の振興について【第３次プラン…(２)-⑤】

・地域産業支援課商店街係と連携し、後継者不在による廃業を防ぐため、啓発を行う
⇒4/16（木）井尻商店街説明会、4/24（金）銀天町商店街説明会、
5/13（金）みのしま連合商店街説明会、5/28（木）竹下商店街説明会

・昨今の少子高齢化や人件費の高騰などで事業者を取り巻く環境は厳しさを増しており、
特に中小企業・小規模事業者にとって事業承継や担い手不足は深刻な課題。

・福岡市の現状として事業継続価値がありながら、継続が危ぶまれる市内事業者が
約7,000社あると推計され、事業承継が進まなければ、福岡が誇る技術やサービス、⾧
年愛されてきた老舗や名店が失われ、地域の活力が損なわれかねない恐れがある。

・事業承継に携わっている各機関の得意分野が異なるため、支援できる範囲が限定的
・シームレスな事業承継支援を実現し、周知啓発の推進による機運醸成を図り

「FUKUOKA LINK NEXTパッケージ」と題して、各機関の取組みを集約し、支援策
を共有するとともに、事業者の方々への周知を行う。

目的
・各構成機関が連携し、シームレスな事業承継支援を実現するとともに、

事業者に対しての周知啓発を推進し、機運醸成を図る。
活動方針

・連携強化による円滑な支援
・支援策の共有
・情報発信

発足の背景

福岡事業承継コンソーシアム「FUKUOKA LINK」概要

「福岡市中小企業振興プラン（第３次）」を踏まえた連携策の推進
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－地域経済を支える「地域金融力」の強化を交えた支援－

「地域金融力」の担い手として期待される地域金融機関等がその役割を十分に発揮できるよう、
金融機能強化のための資本参加制度や資金交付制度の期限延⾧・拡充などの検討をすすめ、

年内に関連施策をパッケージ化した「地域金融力強化プラン」を策定し推進していく

福岡地域しんこうコンソーシアムミーティング（第10回）

資料提供:福岡財務支局
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35 年連続で平均年齢は上昇し、過去最高を更新
全国的に少子・高齢化が進むなかで、企業を率いる社⾧の高齢化も進んでいる

中小企業経営にかかるマクロ的環境
－経営者の年齢割合と平均年齢の変化－

●
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福岡県経営者の平均年齢

資料：株式会社帝国データバンク 九州・沖縄 「社⾧年齢」分析調査（2025 年）
本調査では、企業概要ファイル「COSMOS2」（約 150 万社収録）から 2025 年 12 月時点にお
ける企業の社⾧データ（個人、非 営利、公益法人等除く）を抽出し、集計・分析した

中小企業における経営者年齢の分布
（全国）
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中小企業経営にかかるマクロ的環境
－中小企業における後継者不在率の推移－

 後継者不在率は、ここ数年下落傾向にある
 ６０歳以上の経営者層においても、後継者不在の状況が見て取れることから一刻も早い着手が重要
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21.3%

20%

25%
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55%

60%

2011年 2014年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

60代 70代 80代以上

資料：帝国データバンク「企業概要ファイル」、「信用調査報告書」再編加工
（注）１.ここでの「中小企業」とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」のことを指す。

なお、企業規模は企業概要ファイルの情報に基づき分類している。

後継者不在率の推移（経営者の年代別）後継者不在率の推移（地区別）
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55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

2011 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

全国 九州 福岡県

資料：帝国データバンク九州・沖縄 「後継者不在率」動向調査（2025年）

（全国）
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 全国的な傾向同様に、福岡県下でも同族承継の比率が低下し、内部昇格が同水準まで上昇している
 一方で、事業承継には一定の準備期間が必要と考えられる。とりわけ「親族内承継」は、他の類型と
比較して準備期間が⾧い傾向にあり、「５年以上」と回答した割合が約３割と最も高くなっている。

中小企業経営にかかるマクロ的環境
－就任経緯の割合の推移およびおよび準備期間－

事業承継類型別に見た、事業承継の準備期間福岡県の新任社⾧就任経緯（TDB）

今後、親族承継以外の承継方向の比率は益々高くなっていくものと想定される

資料：株式会社帝国データバンク 九州・沖縄 「社⾧年齢」分析調査（2025 年）
本調査では、企業概要ファイル「COSMOS2」（約 150 万社収録）から 2025 年 12 月時点にお
ける企業の社⾧データ（個人、非 営利、公益法人等除く）を抽出し、集計・分析した

（全国）
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休廃業・解散等の年次推移福岡県内の状況

出所：R8年度福岡県事業承継支援ネットワーク・支援者会議
愛知大学経済学部教授打田氏セミナ―資料

出所：R8年度福岡県事業承継支援ネットワーク・支援者会議
愛知大学経済学部教授打田氏セミナ―資料

 福岡県では、体業率が低下し、解散比率が上昇している。
 再開可能性を残した「一時停止型」の退出ではなく、いきなり法人格の消滅に

向かう「退出」が増えている。

※ 愛知大学経済学部教授の打田氏は、この状況を「サイレント廃業」と位置づけ、
この「サイレント廃業は、サイレント退出の中でも、゛より不可逆性が高い状態” 」で
あると述べている。

 2025年の福岡県内の「休廃業・解散」企業は1,755件（前年比 5.9％
増）、企業倒産は492件（前年同数）で、両者を合算した市場からの「退
出企業」は2,247件（前年比 4.5％増）となった。４年連続で増加し、前
年から引き続き最多を更新した。

 ㈱東京商工リサーチ調べ、日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事
業承継に関するインターネット調査（2023年調査）」によると、廃業する予
定の企業に廃業理由についてたずねたところ、後継者不在による廃業が約3割
を占める
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休廃業・解散の損益別及び資産状況別 推移
 休廃業・解散の直前期の決算（判明分）は、2025年は損益（最終利益）が黒字の企業率は59.0％（前年59.6％）、赤字の企業率

は41.0％（前年40.4％）であった。

 黒字率は、前年より増加する年もあるが、直近10年間で減少傾向にあり、2025年は2016年（69.2％）から10.2ポイント減少した。

 休廃業・解散の直前期の資産状況は、「資産超過型」の休廃業・解散割合が上昇（全国ベース）している。
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福岡県内の状況

帝国データバンク 全国企業「休廃業・解散」動向調査（2025年）

（全国）
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休廃業・解散の業歴別・産業別構成比
 休廃業・解散の業歴別の構成比は、最多が10年以上20年未満の22.67％（前年21.5％）だった。20年未満の構成比が増加した

一方で20年以上は減少した。20年未満の企業は前年は48.2％だったが、本年は56.３％となり再び半数を超えた。

 産業別休廃業・解散は、６産業で増加。増加率が大きかったものは、飲食業や娯楽業などを含むサービス業他の659件（前年
比20.7％増）。次いで小売業の223件（前年比18.0％増）となった。運輸業、建設業など４産業は減少した。

 産業を細分化した業種別（中分類）では、専門サービス業の137件（前年比52.2％増）、総合工事業の103件（前年比29.5％
増）が目立った。
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－事業承継は「経営課題」であり「社会課題」－

規模が小さい事業者ほど高齢経営者の比率が高いことが見てとれる
これらの事業所の将来は?

【センターにて一部加工】

（全国ベース）
参考

出所：㈱東京商工リサーチ調べ、日本政策金融公庫総合研究所「中小企
業の事業承継に関するインターネット調査（2023年調査）」を基に作成。
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1. センターの紹介（ミッション）

2. 福岡地域における売り手企業（中小企業）の状況・最近のトピックス

3. 成⾧手段としてのM&Aの魅力と地域企業における活用事例紹介

4. 買い手としてM&Aを行う場合の留意点（実務者目線でのポイントやトラブル事例等）

5. 買い手としての中堅企業への期待と、事業承継・引継ぎ支援センター活用のメリット
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－成⾧手段としてのM&Aの魅力と地域企業における活用事例紹介－

中堅企業にとってのM&Aの魅力

•時間を買う :新規拠点・顧客基盤・許認可・人材を「ゼロから」ではなく獲得できる

•人材確保 :採用難の中で、組織ごと確保できる（ただし処遇設計が肝）

•事業ポートフォリオ :既存事業の周辺領域（川上・川下）へ素早く展開できる

•地域密着の強み :地場企業は商圏・顧客理解が深く、PMIでの摩擦を抑えやすい

•地域への貢献 :老舗や地域になくてはならない事業を支援（地域創生型）
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－当センターの支援事例紹介－

21

備考効果（買手にとっての）業種（売手）

譲渡企業にとって、後継者不在の課題を抱えてきたなかで、
従業員の雇用維持と県内最大級設備の継続稼働が実現し
ている。

県内における中間処理事業には高い参入障壁
が存在するなか、譲受企業は同業他社のM&A
を通じて、未対応分野への進出と新拠点の獲得
を効率的に実現し、更なる事業拡大につなげるこ
とができた。

産業廃棄物処理①許認可及び
新規拠点確保

取引関係の有無にかかわらず、地域内製造業間で形成され
ているサプライチェーンの維持および地域雇用への影響を踏ま
え、同地区にて多角化経営を展開する有力企業がグループ
編入を目的としたM&Aを実施した。
譲渡企業側の代表者、工場⾧以下技術者の雇用も維持さ
れている。

地域共生を目指す譲受企業にとって、継続が危
ぶまれていた多品種少量短納期対応が可能な
同社が地域に残り続けることで、サプライチェーン
の分断、地域の雇用も失われる事態が回避させ
ることができた。

機械部品製造業②サプライチェーン
確保・地域創生

自動車販売事業を展開する企業が、多角化戦略の一環とし
て、自社で新規事業を一から構築するのではなく、公式オンラ
インショップを通じて自然健康食品等のオリジナルブランドを展
開するなど、既に事業実績を有する企業のグループ化を目的
としたM&Aを実施した。
譲渡企業側においても、有力企業グループとの連携により、販
路・経営資源の拡充を通じた更なる事業成⾧が期待される。

自動車販売事業を展開する譲受企業が、多角
化戦略の一環として当該企業をM&Aによりグ
ループ化したことで、メーカー機能、EC販売機能、
オリジナルブランド等を活用した多面的な事業
ポートフォリオの構築が可能となった。

オリジナルブランド食品のイン
ターネット販売企業

③新規事業ポートフォリ
オ確保



－活性化協議会による自主再建・スポンサー支援別債権放棄案件数－

・コロナ禍からの出口支援を踏まえ、増大する債務を抱える中小企業者、特に、事業及び財 務面での棄損度合いの大きい案件の増
加を背景に、抜本再生においてはスポンサー支援による事業再生にも積極的に取組をおこなってきた。

・債権放棄案件においては、近年、スポンサー支援を伴った案件の増加が顕著となっている。

出所：中小企業基盤整備機構 2024年度に認定支援機関が実施した中小企業再生支援業務に関する事業報告 22
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備考効果（買手にとっての）業種（売手）

譲渡企業は、老舗企業として地域に根差した事業を展開し
てきたものの、国内需要の低迷に伴い業況および資金繰りが
悪化していた。また、後継者不在の状況も重なり、債権整理
を含めたスポンサー選定が進められていた。本件では、海外向
けに日本茶販売ルートを有する譲受企業との連携により、海
外販路の拡大や製造・販売両面でのシナジー創出が期待さ
れている。

譲受企業は、商社として既に海外販売ルートを
有していたが、近年の海外における日本茶需要
の拡大を背景に、本件M&Aを通じて100年以
上の歴史を有する八女茶ブランドと製造機能を
確保したことで、海外向け商品の安定供給体制
をより戦略的に構築できるようになった。
さらに、新たな国内販売ルートの獲得にもつながり、
販売基盤の強化を実現している。

八女茶製造販売①製造及び販売部門
確保

譲渡企業は、⾧年にわたり地域内外で親しまれてきた伝統あ
る酒蔵であり、経営環境の悪化により、雇用の喪失やブランド
価値の毀損が懸念されていた。こうした中、地域資源や伝統
産業の維持を重視する異業種企業が、事業継続および雇用
維持を目的としてグループ編入型のM&Aを実施した。これに
より、従業員の雇用が維持されるとともに、⾧年培われてきた
伝統技術の承継に加え、地域に根差した酒蔵文化の継承に
も寄与している。

譲受企業は、エネルギー関連事業を中核に関連
分野への多角化を進めてきたが、本件M&Aによ
り、創業300年を超える伝統ある酒蔵をグループ
化したことで、事業領域の更なる広がりを実現し
た。これにより、無関連分野を含む多様な事業
ポートフォリオの形成が進み、経営の安定性や厚
みの向上にもつながっている。

日本酒製造業
②伝統産業の承継及び

新規事業ポートフ
ォリオ確保

経営環境の悪化により、事業継続や従業員の雇用維持が懸
念されていたが、類似事業を展開し企業文化にも親和性が
あったことから、M&Aに向けた検討は円滑に進んだ。譲渡企
業にとって⾧年培ってきた主要クライアントとの信頼関係や、広
告媒体を担う各種メディアとのネットワークについても承継され
ることで、従来の営業基盤や事業価値の維持・発展が期待さ
れる。

譲受企業は、同業の広告代理店をM&Aにより
グループ化したことで、人材・顧客基盤・取引先
等の経営資源を承継し、既存事業とのシナジー
による更なる事業拡大と収益拡大が期待されて
いる。

広告代理店③顧客や取引先の獲
得による事業拡大

－活性化協議会との連携による支援事例－

福岡県中小企業活性化協議会と連携したスポンサー探し案件の事例
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全国48センターの譲受成約企業における
－売上高/従業員別規模/業種別 構成比の推移－

譲受成約企業（買い手）は、売上高5億円以上の企業割合が3割弱あり、譲渡
企業に比べ大規模な企業が多い（図16）。従業員数についても、譲渡側では
1.1%であった従業員数100名を超える企業割合が譲受側では14.7%あった（図
17）。令和6年度は、売上高1億円以下、従業員数20名以下の譲受企業割合
が微増しており、比較的小規模な企業も譲受側のプレイヤーとして一定の存在感が
あった。また、業種別では、譲渡側と同様に、製造業の割合が減少しサービス業が増
加している（図 18）。なお、個人5.5%は創業者が事業を引き受けた場合等が該
当する。

出所：中小企業基盤整備機構

24

（全国）



1. センターの紹介（ミッション）

2. 福岡地域における売り手企業（中小企業）の状況・最近のトピックス

3. 成⾧手段としてのM&Aの魅力と地域企業における活用事例紹介

4. 買い手としてM&Aを行う場合の留意点（実務者目線でのポイントやトラブル事例等）

5. 買い手としての中堅企業への期待と、事業承継・引継ぎ支援センター活用のメリット
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中小M＆Aにおいて買手が留意・確認すべき事項
－買い手としてスモールM&Aを行う場合の留意点－

■株式譲渡契約
・譲渡価額、時期、クロージングの前提条件
・現代表者ら役員と対象会社との債権債務の清算（貸付金・借入金の弁済、相殺、免除など）
・退職金の有無、金額
・連帯保証契約・抵当権設定契約の解除
・不動産、賃貸借契約の引継ぎ
・クロージング後の経営支援の条件
・競業避止義務
・損害賠償、解除、補償内容
・表明保証

■事業譲渡契約
・承継対象資産の正確な特定
・譲渡価額、時期、クロージングの前提条件
・資産の承継（対抗要件の具備）
・債務の承継の有無（連帯保証契約・抵当権設定契約の解除）
・契約の承継、許認可の承継、従業員の承継
・クロージング後の経営支援の条件
・競業避止義務
・損害賠償、解除、補償内容
・表明保証

26
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中小M＆Aにおいて買手が留意・確認すべき事項
－実務でのポイントやトラブル事例等－

【事業の継続性】

■人的資源の承継
・中小企業では代表者や特定のキーマンに営業力や技術、ノウハウ、資格が集中する場合も
⇒当該人物の承継が可能か、もしくはキーマン不在でも事業を維持できるか検討
⇒キーマン条項など（承継後も特定の人物が勤務を継続することを条件に）

■物的資源の承継
・不動産、知的財産の権利関係の整理（代表者や親族名義になっていないか）

■取引先の承継
・COC条項（事業承継された場合契約解除が選択できる旨の条項）の有無や内容の確認
・取引先との契約内容や年数、他社への代替可能性
⇒契約書、契約関係の法的チェック

■業績予想の妥当性
・売手や仲介会社が示す業績予想や業績改善策がやや楽観的なケース
⇒買手目線で検証する必要
⇒必要に応じて譲渡価格の交渉、調整等
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中小M＆Aにおいて買手が留意・確認すべき事項
－実務でのポイントやトラブル事例等－

【経営者保証の有無及び解消方法の確認】

■経営者保証がある場合、契約書に処理方針を記載する必要（中小M＆Aガイドライン）

■経営者保証がされている可能性が高い契約
・金融機関からの借入
・事務所や店舗の賃貸借契約
・リース契約
・取引先との取引基本契約（根保証）

■解消方法
・最終契約前に金融機関などに事前確認や相談することが理想
・最終契約後に経営者保証の変更や解除の承諾を得る場合は、クロージングの前提条件や
契約解除条件とする

【表明保証条項】

■買手にとって最も重要な条項の一つ
・予測不能な不利益を回避するため売手に事実の表明と保証を求める
（ex.過去5年間法令違反していない、簿外債務はない等）

・法務、税務、労務その他全般の調査と表明内容の交渉が必要
・違反した場合の保証金額、条件の整理
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－買い手としての中堅企業への期待と、センター活用のメリット－
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－買い手としての中堅企業への期待と、センター活用のメリット－
2026年度 中小企業・小規模白書（関連箇所を抜粋）
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－買い手としての中堅企業への期待と、センター活用のメリット－

中堅企業への期待
中堅企業には、地域の雇用・技術・取引関係を守る「受け皿」としての役割が期待される。事業承継を通じて
地域企業の存続を支え、あわせて成⾧投資の担い手となることで、地域経済の持続性向上に貢献できる。

経済産業省：中堅企業成⾧ビジョンおよび 中堅企業成⾧促進パッケージについて
中堅企業成⾧ビジョン（案）（概要）から抜粋

中堅企業にとってのM&Aの魅力（再掲）

•時間を買う
新規拠点・顧客基盤・許認可・人材を「ゼロから」ではなく獲得できる。

•人材確保
採用難の中で、組織ごと確保できる（ただし処遇設計が肝）。

•事業ポートフォリオ
既存事業の周辺領域（川上・川下）へ素早く展開できる。

•地域密着の強み
地場企業は商圏・顧客理解が深く、PMIでの摩擦を抑えやすい。

•地域（社会）への貢献
老舗や地域になくてはならない事業を支援（地域創生型）

センター活用のメリット
事業承継・引継ぎ支援センターは、県内170の支援機関と連携した公的な相談窓口として、情報収集や初期相談の
段階から利用可能。守秘・中立性を確保しながら、無理に進めることなく、第三者承継の進め方や支援メニューを整理
し、必要に応じて専門家や関係支援機関との連携調整を行う。セカンドオピニオンとしての利用も可能。従業員・取引
先への影響にも配慮しつつ、ガイドラインに沿った安心・安全な進行を確認できる。
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「弁護士が法務の専門家として、株式譲渡や事業譲渡と
いった手法の選択、譲渡スキームの検討・策定等、全体的
な手続進行のコーディネートを行う…。弁護士は法務の専
門家として、円滑な中小M&Aの実現に向けて、多面的な
支援を行い得る立場にある。 」

⇒弁護士は、円滑な中小M&Aの実現に向けて、多面的な
支援を行い得る専門家である。

契約書作成等スポット的な依頼であっても、相談者や公
的機関、金融機関は事業承継全体の助言を期待している。
必要に応じて公的機関、公認会計士、税理士、司法書士
等と連携し、または相談者に対し公的機関や他士業への相
談を適切なタイミングで促すことが期待される。

連携内容

⑴事業承継に関する弁護士による相談

⑵事業承継に関する講演会等の共同開催

⑶勉強会、研修会等の共同開催。

⑷事業承継に関する情報収集及び情報交換

①株式・事業用資産等の整理・集約の支援
②契約書等の作成・リーガルチェック
③中小M＆Aに伴う経営者保証解除の円滑な

実現に向けた支援
④法務DD
⑤債務超過企業に対する中小M＆A支援

福岡県弁護士会との連携協定締結 弁護士に期待される支援内容
（中小M＆Aガイドライン第3版）

弁護士会との連携
－安心安全な取引をサポート－
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まとめ
－事業承継は、地域の未来への橋渡し－

私たちは、皆様の多様な支援ニーズに的確に対応し、安心・安全な取引の実現に向けた支援を行ってまいります
また、M&Aを単なる事業承継の手段にとどまらず、地域の雇用・技術・取引基盤を守り、

さらなる成⾧・発展につなげる戦略的な選択肢として位置づけていただけるよう推進してまいります
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